
砥部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱 

 

平成 19年４月 17日 

砥部町告示第 77号 

 

（趣旨） 

第１条 砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則（平成 17年砥部町規則

第 81号）第４条第２項の規定に基づき、一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋で排出する

廃棄物に係るものに限る。以下「手数料」という。）の徴収事務の委託について、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（取扱店の資格） 

第２条 砥部町指定ごみ袋取扱店（以下「取扱店」という。）の指定を受けることができる

者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。 

(1) 商店又は事業所が砥部町内に所在すること。 

(2) 納税、その他町に対する債務の履行を怠っていないこと。 

(3) 指定ごみ袋の適正な管理及び手数料徴収事務の適正な執行を行うことができるこ

と。 

 

（取扱店の申請） 

第３条 取扱店の指定を受けようとする者は、砥部町指定ごみ袋取扱店指定申請書（様式

第１号）を町長に提出しなければならない。 

 

（取扱店の指定） 

第４条 町長は、前条の申請があったときは、審査を行い、適当と認めるときは、砥部町

指定ごみ袋取扱店登録名簿（様式第２号）に登録し、砥部町会計規則（平成 17年砥部町

規則第 46号）第 32条に規定する委託徴収（収納）通知書、同規則第 35条に規定する公

金収入事務委託証明書及び砥部町指定ごみ袋取扱店ステッカー（様式第３号）を交付す

るものとする。 

２ 取扱店は、前項の規定により交付されたステッカーを店頭等見えやすい場所に掲示す

るものとする。 

 

（委託契約） 

第５条 町長は、前条の規定により取扱店を指定したときは、公金収入事務委託契約書（様

式第４号）により契約を締結するものとする。 

 



（委託料） 

第６条 町長は、取扱店に対し、指定ごみ袋１枚当たり３円に消費税及び地方消費税を加

算した額を徴収事務委託料として支払うものとする。 

２ 町長は、前項の徴収事務委託料については、月初めに前月分を月締めで集計し、取扱

店の指定する口座に振り込むものとする。 

 

（委託契約の告示） 

第７条 町長は、第５条の契約を締結したときは、その旨を告示し、かつ、広報紙等によ

り広く町民に周知しなければならない。 

 

（登録内容の変更及び廃止） 

第８条 取扱店は、第４条第１項の規定により登録された内容を変更し、又は取扱店であ

ることを辞退しようとするときは、速やかに砥部町指定ごみ袋取扱店登録変更・辞退届

（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により辞退の届出をした取扱店は、速やかに交付されたステッカーを町長

に返還しなければならない。 

 

（登録の取消し） 

第９条 町長は、取扱店が第２条各号のいずれかに該当しなくなったとき又は契約事項を

履行しないとき若しくは履行する見込みがないと認めたときは、契約を解除することが

できる。 

２ 前項の規定により契約を解除された取扱店は、速やかに交付されたステッカーを町長

に返還しなければならない。 

 

（申込み） 

第 10条 取扱店は、交付しようとする指定ごみ袋が必要なときは、町民課へ砥部町指定ご

み袋交付申込書兼徴収事務委託料請求書（様式第６号。以下「請求書」という。）にて申

し込むこととする。 

２ 前項の規定による申込みは、箱単位とする。 

 

（手数料納入及び委託料支払） 

第 11条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、納入通知書を発行し、当該申込み

に係る手数料を納付させるものとする。 

２ 取扱店は、前項の納入通知書により通知された金額を町長の指定する納入期日までに

納付しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による納入を確認後、当該申込みに係る指定ごみ袋を取扱店に交



付するものとする。ただし、取扱店指定申請時に売掛を希望した取扱店は、納品を証明

する書類の授受をもって納入金額の確認に代えることができる。 

４ 町長は、前項の規定による売掛を希望したものについては、納品を証明する書類によ

り月初めに前月分の納入通知書を月締めで発行し、指定した期日までにその金額を納入

させるものとする。 

５ 取扱店は、指定ごみ袋を交付するときは組単位とし、次に掲げる種類の区分に応じ、

手数料を徴収するものとする。 

種類 単位 金額 

可燃ごみ用（大） 組（10枚） 400円 

可燃ごみ用（中） 組（10枚） 300円 

可燃ごみ用（小） 組（10枚） 200円 

雑ごみ用（大） 組（５枚） 600円 

雑ごみ用（中） 組（５枚） 450円 

雑ごみ用（小） 組（５枚） 300円 

雑ごみ用（極小） 組（５枚） 150円 

６ 取扱店は、指定ごみ袋を粗品若しくは景品として使用し、又は手数料の額を変更して

指定ごみ袋を交付してはならない。 

 

（指定ごみ袋の返還） 

第 12条 町長は、交付した指定ごみ袋の返還には応じないものとする。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(1) 町長が指定ごみ袋の種類若しくは規格を変更し、又は廃止したとき 

(2) 第８条の規定により辞退の届出があったとき 

(3) 第９条第１項の規定により契約を解除したとき 

(4) その他町長がやむを得ない事情があると認めたとき 

２ 取扱店は、前項ただし書きの規定により指定ごみ袋を返還するときは、砥部町指定ご

み袋返還書兼一般廃棄物処理手数料返還請求書（様式第７号）により手数料及び委託料

を精算するものとする。 

 

（再委託等の禁止） 

第 13条 取扱店は、第三者に委託業務の一部を再委託し、若しくは請け負わせ、又は契約

による権利義務を譲渡してはならない。 

 

（検査） 

第 14条 町長は、取扱店の指定ごみ袋の取扱状況について、検査を行うことができるもの

とする。 



（管理） 

第 15条 指定ごみ袋に関する事務は、町民課において処理する。 

２ 一般廃棄物処理手数料及び徴収事務委託料集計表（様式第８号）により、指定ごみ袋

の交付の申込みごとに手数料金額、委託料金額、納入日及び指定ごみ袋交付日を記録す

るものとする。 

３ 毎月初めに前月の指定ごみ袋交付数、納品数及び月末在庫数等を整理し、指定ごみ袋

在庫等報告書（様式第９号）を作成しなければならない。 

４ 年度終了後、前年度の指定ごみ袋交付数、納品数及び年度末在庫数等を整理し、指定

ごみ袋交付状況報告書（様式第 10号）を作成しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 19年 10月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この要綱の規定による一般廃棄物処理手数料徴収事務委託及び指定ごみ袋の交付は、

この要綱の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。 

附 則（平成 20年 12月 15日告示第 120号） 

この要綱は、平成 21年１月１日から施行する。 

附 則（平成 22年２月８日告示第８号） 

この要綱は、公表の日から施行する。 

   附 則（平成 27年６月３日告示第 103号） 

この要綱は、公表の日から施行する。 

   附 則（令和４年６月 20日告示第 127号） 

この要綱は、公表の日から施行する。 

   附 則（令和５年９月 20日告示第 164号） 

この要綱は、令和５年 10月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

砥部町指定ごみ袋取扱店指定申請書 

 

年   月   日 

 

砥部町長         様 

 

住所 

 

氏名               

（法人名及び代表者氏名） 

 

 砥部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱第３条の規定により、砥部町指定ごみ袋

取扱店として指定を受けたいので、次のとおり申請します。 

取扱店名称 

 

取扱店住所 
 

取扱店代表者氏名 

 

 

生年月日 年   月   日 

取扱店電話番号 
 

徴収事務委託料 

振込指定口座 

金融機関名  支店名  

口座種別  口座番号  

口座名義（カタカナ）  

手数料納入方法 現金  ・  売掛 

砥部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱第２条の規定に関する調査に同意します。 

氏名（法人名及び代表者氏名）                （署名又は記名押印） 



様式第２号（第４条関係） 

 

砥部町指定ごみ袋取扱店登録名簿 

 

番号 取扱店名称 取扱店住所 
取扱店 

代表者氏名 

取扱店 

電話番号 

手数料 

納入方法 

契約 

締結日 
備考 

        

        

        

     
 

  

     
 

  

        

     
 

  

     
 

  

        

     
 

  

        



様式第３号（第４条関係） 

 

砥部町指定ごみ袋取扱店ステッカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砥 部 町 

指定ごみ袋 

取 扱 店 
 

（砥部町指定ごみ袋取扱店登録番号 第  号） 



様式第４号（第５条関係） 

 

 

公金収入事務委託契約書 

 

 砥部町を委託者とし、   を受託者とし、委託者の公金の収入事務について、次のと

おり契約を締結する。 

 

第１条 委託者は、次の公金の収入事務を受託者に委託する。 

 委託事務の内容 委託者が指定する指定ごみ袋の交付及び一般廃棄物処理手数料（指定

ごみ袋で排出する廃棄物に係るものに限る。）の徴収事務 

第２条 委託の期間は、 年 月 日から 年３月 31日までとする。 

ただし、この契約は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条の３の規定によ

る長期継続契約であるため、契約締結の翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額の

削除があった場合は、本契約は解除する。 

第３条 委託者は、公金の収入事務委託料として、指定ごみ袋１枚当たり３円に消費税及

び地方消費税を加算した額を受託者に支払うものとする。（その額に１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てる。） 

第４条 受託者は公金収入事務を処理するときは、委託者の会計規則によるほか、委託者

の指示に従わなければならない。 

第５条 受託者は、この契約に基づく義務を履行せず、又はその取り扱う公金の収納に関

し、委託者に損害を及ぼしたときは、これが損害の責めに任ずるものとする。 

第６条 受託者がこの契約を履行せず、又は契約条項に違反したときは、委託者は何時で

もこの契約を解除することができる。 

２ 受託者が都合により、契約を解除しようとするときは、あらかじめ委託者と協議しな

ければならない。 

第７条 この契約書に定めない事項については、砥部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委

託要綱によるほか、委託者と受託者協議の上、定めるものとする。 

 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

委託者 砥部町長氏名       □印  

受託者 住所  氏名       ○印  

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

 

砥部町指定ごみ袋取扱店登録変更・辞退届 

 

年   月   日 

 

砥部町長      様 

 

住所 

 

氏名 

（法人名及び代表者氏名） 

 

電話番号 

 

 砥部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱第８条の規定により、砥部町指定ごみ袋

取扱店登録申請の内容を変更・辞退いたしますので、次のとおり届け出ます。 

 

登録番号 第   号 

変更内容 

変更前  

変更後  

変更・辞退の

期日（予定） 
  

備考   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第 10条関係） 

 

 

砥部町指定ごみ袋交付申込書兼徴収事務委託料請求書 

 

年  月  日 

砥部町長      様 

                    登録番号 

                    取扱店名称 

                    住所 

                    氏名                印 

           （法人名及び代表者氏名） 

 

砥部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱第 10条の規定により、次のとおり指定ご

み袋を申し込みます。また、次のとおり一般廃棄物処理手数料徴収事務委託料を請求しま

す。 

 

請求金額   ￥       － 

 

種類 
可燃ごみ用 

（大） 

可燃ごみ用 

（中） 

可燃ごみ用 

（小） 

雑ごみ用

（大） 

雑ごみ用

（中） 

雑ごみ用

（小） 

雑ごみ用

（極小） 
合計 

①申込箱数 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 
 

②１箱当たり

の枚数 
250枚 500枚 500枚 100枚 100枚 100枚 100枚 

 

③申込枚数 

（①×②） 
枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 

 

④手数料単価 40円 30円 20円 120円 90円 60円 30円 
 

⑤手数料金額 

（③×④） 
円 円 円 円 円 円 円 円 

⑥委託料単価 ３円 ３円 ３円 ３円 ３円 ３円 ３円 
 

⑦委託料金額 

（③×⑥） 
円 円 円 円 円 円 円 円 

 

 

 

 



様式第７号（第 12条関係） 

 

 

砥部町指定ごみ袋返還書兼一般廃棄物処理手数料返還請求書 

 

年  月  日 

砥部町長     様 

登録番号 

                    取扱店名称 

                    住所 

                    氏名                印 

           （法人名及び代表者氏名） 

 

 砥部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱第 12条第２項の規定により、次のとおり

精算し、一般廃棄物処理手数料の返還を請求します。 

 

請求金額   ￥       － 

 

種類 
可燃ごみ用 

（大） 

可燃ごみ用 

（中） 

可燃ごみ用 

（小） 

雑ごみ用

（大） 

雑ごみ用

（中） 

雑ごみ用

（小） 

雑ごみ用

（極小） 
合計 

①返還組数 組 組 組 組 組 組 組 
 

②１組当たり 

の枚数 
10 枚 10 枚 10 枚 ５枚 ５枚 ５枚 ５枚 

 

③返還枚数 

（①×②） 
枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 

 

④手数料単価 40 円 30 円 20 円 120円 90 円 60 円 30 円 
 

⑤町から返還を

受ける手数料 

金額（③×④）   

〈請求金額〉 

円 円 円 円 円 円 円 円 

⑥委託料単価 ３円 ３円 ３円 ３円 ３円 ３円 ３円 
 

⑦町に返還す 

る委託料金額    

（③×⑥） 

円 円 円 円 円 円 円 円 



様式第８号（第 15条関係） 

 

一般廃棄物処理手数料及び徴収事務委託料集計表 

 

【     月分】 

番号 申込者 

指定袋申込み枚数 
指定袋 

交付日 

手数料金額 

（円） 

（調定額） 

納入通知書

作成年月日 
納入日 

徴収委託料金額 

（円） 

（支出額） 

支出日 可燃

（大） 

可燃

（中） 

可燃

（小） 

雑ごみ 

（大） 

雑ごみ 

（中） 

雑ごみ 

（小） 

雑ごみ 

（極小） 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

合   計              

 



様式第９号（第 15条関係） 

課長 課長補佐 係長 係 

    

 

指定ごみ袋在庫等報告書（  年  月） 

 

年  月  日 

 

 様 

                指定ごみ袋担当者 

                職・氏名 

 

   年  月の指定ごみ袋の交付等の状況は、次のとおりでしたので報告します。 

 

１．  年  月末の在庫状況 

種類 箱数 枚数 

可燃ごみ用（大）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（中）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（小）     箱    組 枚 

雑ごみ用（大）     箱    組 枚 

雑ごみ用（中）     箱    組 枚 

雑ごみ用（小）     箱    組 枚 

 雑ごみ用（極小）     箱    組 枚 

 

２．  年  月の交付数 

種類 箱数 枚数 

可燃ごみ用（大）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（中）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（小）     箱    組 枚 

雑ごみ用（大）     箱    組 枚 

雑ごみ用（中）     箱    組 枚 

雑ごみ用（小）     箱    組 枚 

 雑ごみ用（極小）     箱    組 枚 

 



３．  年  月の納品数 

種類 箱数 枚数 

可燃ごみ用（大）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（中）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（小）     箱    組 枚 

雑ごみ用（大）     箱    組 枚 

雑ごみ用（中）     箱    組 枚 

雑ごみ用（小）     箱    組 枚 

 雑ごみ用（極小）     箱    組 枚 

 

 

４．  年  月末の在庫状況 

種類 箱数 枚数 

可燃ごみ用（大）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（中）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（小）     箱    組 枚 

雑ごみ用（大）     箱    組 枚 

雑ごみ用（中）     箱    組 枚 

雑ごみ用（小）     箱    組 枚 

 雑ごみ用（極小）     箱    組 枚 

 

 

５．  年  月の交付状況 

手数料金額 

（調定額） 

徴収事務委託料金額 

（支出額） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 10号（第 15条関係） 

課長 課長補佐 係長 係 

    

 

指定ごみ袋交付状況等報告書（  年度） 

 

年  月  日 

 

 様 

                指定ごみ袋担当者 

                職・氏名 

 

   年度の指定ごみ袋の交付等の状況は、次のとおりでしたので報告します。 

 

１．  年度末の在庫状況 ※前年度末の状況 

種類 箱数 枚数 

可燃ごみ用（大）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（中）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（小）     箱    組 枚 

雑ごみ用（大）     箱    組 枚 

雑ごみ用（中）     箱    組 枚 

雑ごみ用（小）     箱    組 枚 

 雑ごみ用（極小）     箱    組 枚 

 

 

２．  年度中の交付数 

種類 箱数 枚数 

可燃ごみ用（大）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（中）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（小）     箱    組 枚 

雑ごみ用（大）     箱    組 枚 

雑ごみ用（中）     箱    組 枚 

雑ごみ用（小）     箱    組 枚 

 雑ごみ用（極小）     箱    組 枚 



３．  年度中の納品数 

種類 箱数 枚数 

可燃ごみ用（大）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（中）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（小）     箱    組 枚 

雑ごみ用（大）     箱    組 枚 

雑ごみ用（中）     箱    組 枚 

雑ごみ用（小）     箱    組 枚 

 雑ごみ用（極小）     箱    組 枚 

 

 

４．  年度末の在庫状況 

種類 箱数 枚数 

可燃ごみ用（大）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（中）     箱    組 枚 

可燃ごみ用（小）     箱    組 枚 

雑ごみ用（大）     箱    組 枚 

雑ごみ用（中）     箱    組 枚 

雑ごみ用（小）     箱    組 枚 

 雑ごみ用（極小）     箱    組 枚 

 

 

５．  年度中の交付状況 

手数料金額 

（調定額） 

徴収事務委託料金額 

（支出額） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


